
令和３年９月１０日

保護者の皆様へ

鹿児島市立谷山小学校
校 長 伊地知 裕

「まん延防止等重点措置」の延長に伴う９月１３日（月）以降の対応について（お知らせ）

２学期がスタートして１０日が過ぎました。お子様の御家庭での様子はいかがでしょうか。
学校では，時差登校での午前中４時間授業を進めていますが，１・２・３年生と４・５・６年生の授

業を１５分の時間差で行うことによって，休み時間の手洗い・うがいや給食準備等，感染防止対策を十
分に講じて，落ち着いた教育活動を展開することができています。これもひとえに，保護者の皆様方の
御理解，子供たちの新型コロナウイルス感染症の感染防止への真摯な取組のおかげであり，心から感謝
いたします。
さて，昨日（９月９日（木））の夜，政府の発令している「緊急事態宣言」等の延長決定の報道があ

りました。本県に適用されている「まん延防止等重点措置」も９月３０日（木）まで延長され，鹿児島
市教育委員会からは，「現在の対応を原則継続し，各学校で適切に対応する」旨の通知がありました。
そこで，本校では，下記のような内容で，時差登校等の措置を継続することにしましたので，お知ら

せいたします。
つきましては，４時間授業により通常より早い時間帯での帰宅などで保護者の皆様には御迷惑をおか

けしますが，現在の状況を御理解の上，御協力くださいますよう，よろしくお願いいたします。
なお，保護者の皆様におかれましては，家庭内感染の恐れもあることから，子供たちの大切な命と健

康を守るために，御家庭でも今後の感染症対策について御理解と御協力をいただきますよう，よろしく
お願いいたします。

記

１ 時差登校措置の延長期間

令和３年９月１３日（月）～９月２４日（金）【２週間】
（★９月２７日（月）からの対応については，９月１７日（金）を目途にお知らせします。）

２ 具体的取組

（１）引き続き，時差登校をお願いします。
【１・２・３年生】･･････午前７時３０分から午前８時までの登校
【４・５・６年生】･･････午前７時５０分から午前８時２０分までの登校

★ ただし，兄弟姉妹で一緒に登校する場合は，この限りではありません。
★ 登下校中は，友達との間隔をとって歩くように，御家庭でも御指導ください。

（２）４校時までの授業後，給食→帰りの会→下校とします。
（３）飛沫感染を防ぐため，給食後の歯磨きは行いません。御家庭での歯磨きをお願いします。
（４）下校予定時刻は次のとおりです。

【１・２・３年生】･･････････午後１時１０分
【４・５・６年生】･･････････午後１時２５分

（５）帰宅後は，在宅（家庭）学習の時間とし，午後４時までは外出しないようにします。
（６）延長に伴う時差登校等の対応につきましては，新型コロナウイルス感染症対策を徹底した

上で，学校の教育活動の充実，児童の登下校の安全，保護者の皆様の負担軽減等も考慮して
検討しましたので，申し添えます。
★ なお，保護者が登校を不安視される場合は，登校を控えさせていただいてもかまいませ
ん。この場合，欠席にはなりません（出席停止扱いとする）ので，御理解ください。

（７）この期間を利用して，タブレット端末の家庭での活用を進めます。３年生以上の児童には
タブレット端末を持ち帰らせますので，次のことについての御協力をお願いします。
ア インターネット回線の通信状況の確認
イ 学校からお願いしている「使い方の約束」についての，親子での確認

【キーワード】（これからの学校教育活動）
「学びの保障」と「感染症対策の徹底」



３ 学校における感染症対策
（１）登校後，教室に入る前の手洗い，教室入り口での手指消毒の徹底に努めます。
（２）マスク着用を徹底します。具体的には安易にマスクを外さないこと，鼻が出ないようしっかりと

着用することなど，さらに指導を徹底します。
★ ただし，熱中症対策にも十分な配慮を行います。児童の健康に最大限の配慮をしながら，マス
クの着用が必要な時と場について，児童にわかりやすく説明します。

（３）毎日，各家庭から提出していただく健康観察カードの内容と，毎朝の健康観察で，児童の体調観
察を入念に行います。なお，健康観察カードには，御家族の健康状態についてもチェックしていた
だきますので，御協力をお願いします。

（４）体調不良を訴える児童については，基本的に早退させるようにします。
（５）４０分授業を行い，休み時間を１５分確保します。この１５分間で手洗い，換気を徹底します。
（６）各教科等における「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」は控え，実施方法

を工夫します。
ア 異学年が交流する学習を当面の間，中止します。
イ 体育科の学習では，集団で行う活動は避け，なるべく個人で行う活動とし，十分な身体的距離
を保って実施します。

ウ 給食の際は，手洗いや手指消毒を適切に行うとともに，換気を十分に行い，配膳の工夫，机の
向かい合わせや会話等を控えるなどの対応をさらに徹底します。

エ 児童が密集する活動や近距離で組み合ったり接触したりする活動，激しい呼気を伴う活動など
は行わないようにします。

★ なお，修学旅行，遠足，運動会，その他の学校行事についても，「密閉」「密集」「密接」など
一つでも該当する感染リスクの高い活動は避け，実施方法を工夫していきます。

４ 家庭における感染症対策
（１）児童本人の毎朝の体温と健康観察を入念に行ってください。

★ あわせて，毎朝，御家族全員の検温も行っていただけるとありがたいです。
（２）発熱や体調不良の場合，無理に登校させず，自宅で体調回復に努めてください。また，状況に応

じて早めに医療機関を受診してください。
★ 登校に際しては，これまで児童本人が体調不良，発熱，咳等の風邪症状がある場合は，ためら
わず登校しないことになっておりましたが，加えて，御家族の中に一人でもそのような症状の方
がいらっしゃれば，ためらわず登校を控えてください。【欠席にはなりません（出席停止）】

（３）登下校時のマスク着用に加えて，習い事等でのマスク着用を徹底させてください。
★ 変異株は，これまでの従来型より感染力が非常に強いと言われております。そのため，感染を
防ぐために，薄手のマスクではなく，不織布マスクや二重マスクの着用をお勧めします。

（４）御家庭でも，可能な限り「３密」と「大声」に注意し，手洗いや換気の徹底をお願いします。
（５）会食等については，人と人との距離を十分に確保するとともに，多人数や長時間，マスクなしで

の会話を控えるなど，感染防止対策を徹底してください。
（６）今後も，感染拡大地域への帰省及び不要不急の往来等については，自粛するとともに，不要不急

でない場合も慎重に判断してください。
（７）同居の御家族がＰＣＲ検査を受けることになった際は，必ず，学校に御連絡ください。

★ 結果が分かるまでの期間及び同居の御家族が陽性だった場合は，出席停止となります。

５ 吹奏楽部及びスポーツ少年団等の活動
（１）９月３０日（日）までの全ての活動は中止となります（中学校，高等学校の部活動と同様）。
（２）スポーツ少年団の活動を公園等で集まって行うこともできません。【厳守してください】

６ その他
（１）９月２７日（月）以降のことについては，９月１７日（金）を目途にお知らせします。
（２）学校行事は，次のように対応します。

ア 大運動会･･････９月２６日（日）から１１月６日（土）の「土曜参観日」に延期します。
★ ９月２７日（月）は，通常の授業日になります。

イ 修学旅行･･････感染状況を十分に見極め，目的地の変更，期日の延期等の検討をします。
詳細については，早めに御連絡しますので，御了承ください。

（３）「放課後子ども教室」は，９月中の活動が休止になります。活動の再開については，今後，お知
らせがありますので御了承ください。【市教委青少年課から】

（４）新型コロナウイルス感染症に関する不安な点や御相談等がございましたら，学校（教頭）宛てに
連絡してください。

【連絡先】
担 当：教頭（大石，大井）
電 話：０９９－２６８－４１７５
★ 午後６時３０分以降及び土曜日，日曜
日は，欠席メールで御相談ください。


